
     確 認 事 項 

 

 

 

 時間外労働及び休日労働に関する労使協定の締結にあたり、以下のことを確

認する。 

 

１，職員の健康と福祉を害することにならないように勤務の実情について十分

な配慮がされなければならないこと。 

 

２，大学は、時間外労働・休日労働について実態を調査し、適切な対策を講ず

ること。 

 

３，次年度の労使協定の締結にあたっては、少なくとも 3 ヶ月前に、労使で誠

意をもって協議を開始すること。 
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